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令和７年度予算特別委員会資料                資料請求番号４ 

総務部財政課 

 

使用料及び手数料の中で目的外使用料は何か、表現すること 

 

 

行政財産目的外使用料は、地方自治体が条例に基づき、行政財産の用途又は

目的を妨げない限度で使用させることに対して徴収する使用料です。 

 


